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福島学院大学履修規程 

（目  的） 

第１条 この規程は学則第 41 条の規定に基づき、福祉学部における履修につい

て必要な事項を定めることを目的とする。 

（履修届） 

第２条 学生は学則第 32 条に定めるところに従い、学期ごとに履修する科目を

選定し、教務課の指定する日までに履修届を提出して学長の許可を受ける

ものとする。 

２  学則第 32 条のただし書きにより追加履修を受付ける時期と科目は次の

とおりとする。 

５月 20 日まで 

・音楽演習のうち指定する外部音楽団体加入、または指定する学内団体活

動による履修 

・国際理解演習、体育実技Ⅱ等の科目で前期に海外研修が含まれる場合。 

ただし、後期に海外研修が含まれる場合は後期履修登録時とする。 

３  学生は学則第 49 条に定める卒業要件並びに本規程第 15 条に定めるコ

ースの履修にかかわらず、心理系科目、福祉系科目を各 30 単位以上修得

するよう履修科目を選定しなければならない。 

４  指定の期日までに履修届の提出がない場合には履修しないものとみな

して処理することがある。 

（履修登録の上限） 

第２条の２ 学生が 1 年間に登録できる履修単位の上限を、おおむね 50 単位と

する。 

ただし、ダブルメジャー制度、サブメジャー制度を利用して併設の短期

大学部の授業科目を特別聴講学生として履修する場合はこの限りでは 

ない。 

２  学則第 17 条に定める長期にわたる教育課程の履修を希望する者の 1 年

間に登録できる履修単位については 25 単位を上限とする。 

（履修科目の変更） 

第３条  届け出て許可された履修科目の、他の科目への変更は原則として認め

られない。 

（履修科目の放棄） 

第４条 届け出て許可された履修科目を学生が放棄する場合は、放棄届を直接教

務課へ提出しなければならない。 

２  履修の放棄は、授業を開始した日から２週間以内に届出るものとし、そ

の後は認めないものとする。 

（出欠確認) 

第４条の２ 出欠の確認は原則として授業の開始時に行うものとし、30 分以上

の遅刻・早退は欠席とみなす。ただし、30 分以内の遅刻・早退は３回で
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１回の欠席とする。 

 ２  学外で行う演習、実習科目の出欠確認は、当該科目担当教員もしくは当

該実習機関の定めるところによるものとする。 

（成績評価） 

第 5 条 学則第 39 条、第 40 条に定めるところに従い、成績評価は 100 点満

点とし、60 点以上を合格、59 点以下を不合格とする。 

２  前項に定める成績評価は試験等の総合評価とし、授業科目によっては、

基礎能力の向上をはかる試験について合格基準を引き上げて設定するこ

とがある。 

３  D および F の評価は成績通知書に記載するが証明書には記載しない。 

ただし、奨学金関係もしくは事務上必要とされる場合は記載する。 

（成績判定の方法） 

第６条 学習成績の判定の方法は中間試験、期末試験、レポート、調査、作品、

実技、出席状況、口頭試問等（以下試験等という）担当教員の定めるとこ

ろによって行う。 

２  授業科目について、必要な時数として定められた時数の３分の１を超え

る時数を欠席した場合は、当該科目の成績を零点とする。 

３  試験等において試験規程第３条に定める不正行為があったと認められ

た学生は当該試験科目の成績を零点とする。 

ただし、授業時の出席確認の際に不正行為（代返等）もしくはこれに準

ずる行為が認められた場合には当該試験科目の成績を減点する。 

（懲 戒） 

第７条  試験等（出席確認を含む）において二度以上の不正行為があったと、認

められた学生は学則第 52 条の規定に基づき教授会の議を経て学長がこれ

を懲戒する。 

ただし、試験規程第３条第 1 項第５号に定める「本人に替わって受験を

行った者及びそれを行わせた者」については一度であっても懲戒の対象と

する。 

（試験等の期間） 

第８条 試験等は担当教員の授業期間中に適宜に行うほか、学期途中および学期

末に試験期間もしくは試験日を設けて行う。 

（単位の認定） 

第９条 単位取得の認定は、当該授業科目の担当教員が次の条件をそなえた学生

に対して行う。 

１．履修を届け出て許可された者 

２．学外実習を伴う実習科目(海外における演習・実習科目を含む)について

は、事前・事後指導にあたる科目、または事前・事後指導がある場合は  

その 5 分の 4 以上出席し、かつ当該現場実習について定められた全ての

日数および時数を出席した者。ただし、現場実習において病気、忌引等  

やむを得ない事情により欠席した場合で、実習期間の延長が可能な場合に
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ついては当該欠席日数分を延長して補充することができる。 

また、海外研修が必須の演習・実習科目については病気等やむを得ない

場合を考慮して 5 分の 4 以上の日数および時数を出席した者。この場合

の出欠確認は第 4 条の 2 第 2 項に定めるところによるものとする。 

３．前号に定める科目以外の授業科目については、必要な時数として定め 

られた時数の 3 分の 2 以上出席した者。この場合の出欠確認については

第 4 条の 2 第 1 項に定めるところによるものとする。 

４．授業科目における試験等の結果を総合判定して学習成績の評価が 60 点

以上の者 

５．所定の学費を納入した者 

２  前項第３号に定める必要時数の規定にかかわらず、別に定める科目につ

いては、学則第 39 条第１項第 2 号ただし書きに基づき、担当教員は学修

の成果を評価して、適宜単位を認定することができる。 

（編入学・転入学・再入学者の単位の認定） 

第 10 条 学則第 23 条に基づき編入学・転入学・再入学を許可された者の既に

履修した授業科目および単位数の取扱いについては次のとおりとし、在学

すべき年数については教授会の議を経て学長が定めるものとする。 

１．期大学学科卒業者 

60 単位分を総括認定 第 3 年次編入学 

２．短期大学学科中退者 

本学における授業科目の履修により修得したものとみなすと教授会

で判定した科目・単位とする。 

３．大学学部卒業者 

福祉系・心理系・保健系学部卒業者は 60 単位分を総括認定 

その他の学部卒業者は本学における授業科目の履修により修得した

ものとみなすと教授会で判定した科目・単位とする。 

４．大学学部中退者 

62単位以上を修得して３年次以後の中退者は60単位分を総括認定。

学部１，２年次での中退者は、本学における授業科目の履修により修

得したものとみなすと教授会で判定した科目・単位とする。 

５．短期大学専攻科修了者および３年制(９３単位制)短期大学卒業者 

福祉系・心理系・保健系専攻科修了者もしくは３年制短期大学卒業者

は、教授会の判定により、専攻科の場合は短期大学本科分を含めて、

93 単位分迄を総括認定できるものとする。その他の専攻科修了者も

しくは 3 年制短期大学卒業者は、本学における授業科目の履修により

修得したものとみなすと教授会で判定した科目・単位とする。 

６．専門学校卒業者 

本学における授業科目の履修により修得したものとみなすと教授会

で判定した科目・単位とする。 

２  外国の大学等を卒業した者の既に修得した授業科目および単位数の取
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扱いについては、別に定めるところによるものとする。 

３  前 2 項の単位の認定にあたっては、学業成績証明書の提出を求めること

とする。 

４  社会福祉士もしくは精神保健福祉士の国家試験受験資格並びに民間の

資格等の取得を希望する場合は、第 1 項に定める総括認定に該当する場合

でも、学生の希望により個別に教授会で判定する科目・単位とすることが

できる。 

５  第 1 項の単位の認定にあっては、学則第 48 条に定める成績評定平均点  

（グレードポイントアベレージ。以下 GPA という。）の算定の基礎に加え

ず、学籍簿には「認定」とのみ記載する。 

（追試験） 

第 11 条 学生が次の事由により定期試験に出席できなかった場合は、速やかに

その旨を教務課に連絡し、その事由を証明する書類を添付し、追試験願を

事前もしくは事後１週間以内に提出して追試験を受けることができる。 

１．病気（医師の診断書） 

２．事故・災害（事故証明書、災害証明書） 

３．交通機関の事故（事故証明書） 

４．忌引（２親等までに限る。保護者または家族の証明書） 

５．自宅または居所の緊急事態（保護者又は家族の証明書） 

６．就職試験等（受験先又は就職課長の証明書） 

７．実習（４年次に在籍し、相談援助実習又は精神保健福祉援助実習を履修

中の学生で、宮代キャンパスで履修する科目の試験を受験できない場合に

限る。当該実習担当教員の証明書） 

８．結婚（本人又は２親等までに限る。保護者又は家族の証明書） 

９．本人の不注意と認められる場合｡ただし､年度内に３科目以内に限る。 

この場合、80 点を満点とし、1 科目につき追試験料 1 万円を徴収する。 

２  定期試験開始後 30 分以内に学生が急病のため、受験を継続することが

困難な状況に至った場合は、試験監督員に申し出てその許可を得、さらに

教務課長（不在時は課員）にその状況を説明し確認を受け、１週間以内に

試験監督員ならびに教務課長の退出事由に関する証明書および原則とし

て医師の診断書を添付のうえ教務課に追試験願を提出し、追試験を受験す

ることができる。 

３  国民体育大会や海外遠征試合等の選手として、関係機関より参加要請が

あり、教授会の議を経て学長が参加を許可した場合は、教務課に追試験願

を提出し追試験を受験することができる。 

（再試験） 

第 12 条 卒業学年に在籍し、第 13 条に定める再履修を行う者について、卒業

年度内の再履修が困難であり、卒業もしくは国家試験受験資格、認定資格

等取得に必須の科目が２科目以内である場合は、再試験願を教務課に提出

して、試験等の再試験を受けることができる。 
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ただし、次の場合は再試験を受験することができない。 

１．試験等(当該科目以外を含む)において不正行為があったと認められる者 

２．当該科目の出席が不足し、零点と評価された者 

３．当該科目の受講態度が芳しくないと担当教員が判断した者 

４．再試験を受けても当該科目の総合評価で合格することが困難であると担

当教員が判断した者 

５．Ｆの評価を得た科目 

２  再試験において合格した者の点数は 70 点を上限とする。 

３  再試験料として１科目につき 1 万円を徴収する。 

（再履修） 

第 13 条 成績評価の結果不合格と判定されたものは、再履修願を教務課に提出

して、担当教員と協議して教務課の指定するところの方法および期間によ

り再履修することができる。ただし、相談援助実習、精神保健福祉援助実

習並びに保育実習事前・事後指導、保育所実習、施設実習、保育所実習Ⅱ、

施設実習Ⅱについては、学科会議において履修の可否を判断するものと 

する。 

２  前項前段の規定にかかわらず、単位の認定を受けた場合でも成績評価 

Ｃ判定の科目については、再履修願を教務課に提出して再履修することが

できる。 

（履修者の制限） 

第 14 条 選択科目に関し、担当教員は学科長の承認を得て、受講定員を定め、

もしくは履修者を制限することができる。 

２  履修者の決定は、その趣旨による公正な方法によって担当教員が決定す

るところによる。 

（コースの設置および履修定員） 

第 15 条 福祉心理学科に次の履修コースをおく。 

１．社会福祉・精神保健福祉コース 

２．児童福祉・カウンセリングコース 

３．臨床心理コース 

２  前項に規定するコースの履修定員は次のとおりとする。 

１．社会福祉・精神保健福祉コース   40 名 

２．児童福祉・カウンセリングコース  50 名 

３．臨床心理コース          10 名 

３  コースの履修は、学生の志望に基づき、教授会の議を経て学長が決定 

する。 

４  コース履修者は別に定める履修細則に基づき履修するものとする。 

５  コース履修決定後に他のコースへの変更を希望する者がいる場合は、 

児童福祉・カウンセリングコースを除き、当該希望者の既修科目及び成績

状況を参考に学科会議で審議し、教授会の議を経て学長が決定する。 

６  編入学・転入学・再入学者のコース履修については、成績証明書および
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面接等により学科会議および教授会の議を経て学長が決定する。 

（コースの設置目的） 

第 16 条 前条第 1 項第 1 号に規定する社会福祉・精神保健福祉コースは、社

会福祉士および精神保健福祉士の国家試験受験資格取得を希望する学生

を支援するために設置する。 

２  前条第 1 項第 2 号に規定する児童福祉・カウンセリングコースは、保育

士資格、および社会福祉士の国家試験受験資格、並びに全国大学実務教育

協会認定のカウンセリング実務士または日本心理学会認定の認定心理士

資格の取得を希望する学生を支援するために設置する。 

３  前条第 1 項第 3 号に規定する臨床心理コースは、前項のカウンセリング

実務士および認定心理士資格、並びに精神保健福祉士の国家試験受験資格

の取得を希望する学生を支援するために設置する。 

（履修科目の制限） 

第 17 条 相談援助実習の履修は社会福祉・精神保健福祉コース履修者、および

児童福祉・カウンセリングコース履修者のうち、社会福祉士国家試験受験

希望学生に限り履修できるものとする。ただし、次のいずれかに該当する

者は当該科目を履修することができない。 

１．当該科目を履修する前年度末の時点で GPA70 点未満の者 

２．当該科目履修前までに履修する必要のある科目の単位が未修得の者で、

学科会議の審議の結果、履修を制限された者 

２  精神保健福祉援助実習の履修は、社会福祉・精神保健福祉コース履修者、

および臨床心理コース履修者のうち精神保健福祉士国家試験の受験希望

学生に限り履修できるものとする。ただし、次のいずれかに該当する者は

当該科目を履修することができない。 

１．当該科目を履修する前年度末の時点で GPA70 点未満の者 

２．当該科目履修前までに履修する必要のある科目の単位が未修得の者で、

学科会議の審議の結果、履修を制限された者 

３  保育所・施設実習Ⅰ実習指導、保育所実習Ⅱ実習指導または施設実習Ⅱ

実習指導、保育所実習Ⅰ、施設実習Ⅰ、保育所実習Ⅱ、および施設実習

Ⅱの履修は、児童福祉・カウンセリングコース履修者に限るものとする。

ただし、同コース履修者であっても、次のいずれかに該当する者は履修

することができない。 

１．それぞれの実習の前年度末の時点で GPA が 70 点未満の者 

２．実習指導科目において各々5 分の 4 以上出席していない者 

３．１年次配当の保育士養成課程「必修科目」の単位を不合格と判定され

た者で、学科会議での審議の結果、不適格と判定された者 

４．保育所実習Ⅱ、施設実習Ⅱの履修については、保育所・施設実習Ⅰ実

習指導、保育所実習Ⅰ、施設実習Ⅰの単位を取得していない者 

（履修制限の解除） 

第 18 条 前条第 1 項の規定により履修制限を受けた者が、その後の学期末に
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おいて履修制限要件が解除された場合、相談援助実習の履修をすることが

できる。 

２  前条第 2 項により履修制限を受けた者が、その後の学期末において履修

制限要件が解除された場合、精神保健福祉援助実習の履修をすることが 

できる。 

３  前条第３項各号により履修制限を受けた者が、その後の学期末において

履修制限要件が解除された場合、保育所・施設実習Ⅰ実習指導、保育所

実習Ⅰ、施設実習Ⅰを履修のうえ、保育所実習Ⅱ実習指導または施設実

習Ⅱ実習指導、保育所実習Ⅱ、施設実習Ⅱの履修をすることができる。 

４ 第 1 項から第 3 項の規定により履修制限が解除された者の当該授業科目

の履修登録は、履修制限解除となった次の学期以降とする。 

（希望留年） 

第 19 条 学則第 49 条第 1 項の卒業要件を満たした者であっても、同条第 2

項により、または国家試験受験資格取得のため留年を希望する場合は、教

授会の議を経て学長が留年することを認めることがある。 

 

附  則 

この規程は平成 23 年４月 1 日から施行し、平成 23 年度入学生より適用

する。 


